
第４期麻生区区民会議運営要領（案） 
 
 

（趣旨）  
第 1 条 この要領は、川崎市区民会議条例（平成１８年川崎市条例第１１号。

以下「条例」という。）第１２条の規定に基づき、麻生区区民会議（以下

「区民会議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。  
（所掌事務）  

第２条 区民会議は、条例第３条の規定に基づく所掌事務のほか、次に掲げ

る事項を処理するものとする。  
 (1) 課題解決に向けた取組に対する進行管理及び評価に関すること。  
 (2) 地域課題対応事業の事業計画、執行状況等の報告を受けること。  

（課題の選定）  
第３条 区民会議は、川崎市区民会議条例施行規則（平成１８年川崎市規則

第２８号。以下「規則」という。）第２条の規定に基づき把握した課題の

ほか、次に掲げる方法により広く区民から地域社会が抱える課題を把握し、

調査審議すべき課題を適切に選定するものとする。  
(1) ホームページ  
(2) 地域メディア  
(3) 区民会議への提案箱  
（副委員長）  

第４条 条例第５条に基づき置かれる副委員長は２名とする。  
２ 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あ

らかじめ委員長が指定した順序によりその職務を代理する。  
（会議運営）  

第５条 区民会議は、原則として年４回開催する。  
２ 開催日時は、委員長が第８条に規定する企画部会に諮って決するものと

する。  
３ 前項の規定にかかわらず、委員長が必要があると認めるときは、臨時会

を開催することができる。  
（議事運営）  

第６条 区民会議の議事は、出席委員の一致により決することを原則とする。

ただし、委員長がこれにより難いと認める場合は、出席委員の過半数をも

って決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。  
（専門部会）  

第７条 条例第７条に規定する専門部会の設置及び廃止は、委員長が区民会
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議に諮って決するものとする。  
２ 専門部会に属すべき委員は、委員の互選により定める。  
３ 専門部会に副部会長を置くことができる。  
４ 専門部会における調査検討の結果は、出席部会員の合意により区民会議

に提案することを原則とする。  
（企画部会）  

第８条 区民会議に委員長、副委員長及び委員若干名で構成する企画部会を

置く。  
２ 企画部会に属すべき委員（委員長及び副委員長を除く。）は、委員の互

選により定める。  
３ 企画部会に副部会長を置くことができる。  
４ 企画部会は、次に掲げる事項を処理するものとする。  

(1) 会議運営の事前調整に関すること。  
(2) 課題の整理及び調整に関すること。  
(3) 区民会議の広報及び広聴に関すること。  
(4) その他区民会議から委任を受けた事項に関すること。  
（関係者の出席）  

第９条 区民会議に条例第８条の規定に基づき関係者の出席を求める場合

は、委員長が区民会議に諮って決するものとする。  
２ 専門部会及び企画部会に規則第４条第４項の規定に基づき関係者の出

席を求める場合は、部会長がそれぞれの部会に諮って決するものとする。 
（その他）  

第１０条 この要領に定めるもののほか、区民会議の運営に関し必要な事項

は委員長が区民会議に諮って定める。  
附 則  

（施行期日）  
１ この要領は、平成２４年 月 日から施行する。  
（この要領の失効）  
２ この要領は、平成２６年６月３０日限り、その効力を失う。  


